
第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 氏名，2 住所，3 年齢，4 電話番号，5 世帯構成，6 居住状
況，7 職業，8 公的扶助

記 録 範 囲 「廃棄物処理手数料・費用減免申請書」を提出した者

記録情報の収集方法 本人または代理人の申告

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

経済環境部　クリーン推進課

ファイルの利用目的
八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第１
６条に基づく廃棄物処理手数料減免の可否を決定するために利
用する。

フ ァ イ ル の 名 称 廃棄物処理手数料の減免事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 124000-01

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

備 考 記録情報の収集は，経常的提供先である委託業者にて実施。

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 受付番号，2 氏名，3 住所，4 電話番号，5 申込品目及び個
数，6 居住状況，7 公的扶助

記 録 範 囲 粗大ごみ受付専用電話へ粗大ごみの収集を申し込んだ者

記録情報の収集方法 本人または代理人の申告

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

経済環境部　クリーン推進課

ファイルの利用目的
粗大ごみの収集は戸別収集であるため，申込状況の管理等のた
めに利用する。

フ ァ イ ル の 名 称 粗大ごみ処理事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 124000-02

個人情報ファイル簿


